
〔別紙３〕 

シーツ交換業務特記仕様書 

 

１ 業務内容 

(1) 作業内容 

  ア 交換リネンの搬入 

   イ 各ベッドへのリネンの配布 

   ウ 掛布団・肌布団の包布交換 

   エ 敷きシーツ交換 

   オ シーツ交換後の後片付け 

(2) 作業周期 

     (4)「作業時間割」にしたがって、原則１床当たり１週間に１回は交換すること。 

(3) 作業時間 

     月曜日～金曜日 13：00～17：00 

   （年末年始時は病院と協議調整を行うこと。） 

(4) 作業時間割 

＜病棟等＞ 

業務開始時間 月 火 水 木 金 

13：00 南７病棟 東７病棟 南５病棟 南４病棟 東５病棟 

14：00 南６病棟 東６病棟 西８病棟 西５病棟 
救急外来 

西６病棟 

15：00 東８病棟 西４病棟 南２病棟 
西７病棟 

（休床中） 
緩和ケア病棟 

16：00 

内視鏡内科、

臨床腫瘍科、

内科処置室、

生殖医療科 

小児科、泌尿

器科、皮膚科、

ペイン外来、

内科処置室、

生殖医療科 

婦人科、外来

Ｂ、内科処置

室、生殖医療

科 

放射線治療科

（リニアッ

ク）、リハビリ

テーション

科、整形外科、

内科処置室、

生殖医療科 

精神神経科、

耳鼻咽喉科、

眼科、外来

Ａ、内科処置

室、生殖医療

科 

＜外来＞ 

病院と調整のうえ、週１回の交換を行うこと。（生殖医療科については毎日行う。） 

 

２ その他    

(1) 感染症患者のシーツ交換は行わないこととするが、病棟運用の状況に応じて協議調整すること。 

(2) 寝たきり患者等のシーツ交換は、実施するか否かも含め職員の指示に従うこと。 

(3) 病院から交換依頼があった場合は、定期交換以外でも随時交換を行うこと。 

(4) 休床中の間は、作業不要。 


